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現代フランスにおける初等教育改革の論理
一改革の前提となる「問題」認識の分析

上越教育大学 藤井穂高

はじめに 一 本稿の問題の所在一

初等教育は、一般に、すべての子どもに対して基礎 . ~本となる普通教育

を施す最初の教育段階であると解される。わが国の場合、その接続する中等

教育が段階性と系統性という 2つの教育制度構成原理!のせめぎあいにより構

造的に不安定であるのとは対照的に、初等教育は教育段階としての安定を確

保してすでに久しい。 「今Hではその普及の程度と質の高さにおいて国際的に

評価されている」とは文部省の見解である。訂正かに、わが国の戦後教育改革史

を緒いてみても、中教務:のいわゆる四六答申の「幼年学校」構想は日の目を

見ず、臨教審で、も初等教育は手つかずに終わっている。いじめや不登校など

の日本的病理を抱えつつも、教育改革の不在というこの歴史的事実が中等 ・

高等教育に比べたわが国の初等教育の特徴であるとすらいえる。

これとは対照的に、現在、フランスでは、初等教育は改革の姐上に載せら

れている。しかも、初等教台は教育改革の主役である」。そして、改革の背

景には、諸々の教育問題の根は初等教育にあるとの研究視角による多くの教

育研究の帯積がある。

以上の簡単な円仏両国の比較からも、いくつかの砂|究課題となる聞いが生

じる。フランスでは、なぜ初等教育は改革されねばならないのか。翻って、

わが国では、初等教育は改革の必要はないのか。それとも、初等教育に「問

題」を見出だす視角が欠けているのか。そもそも教育改革が行われるのは、

その前提として、改革によって解決されるべき何らかの「問題」があるから

である。そして、その 「問題」は、改革を導く目標(理念)に照らして教育

現実をとらえるとき、改革目標と教育現実との君臨として現れる。
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そとで木稿は、フランス初等教育研究の一環として、現代教育改革におけ

る初等教育の 「問題」化の論理、換言すれば、改革目標と教育現実との粟離

という関係を捉える筋道を明らかにすることを課題とする。そのために、第

1に、法令や政策文書等を手がかりと して、今次初等教育改革の概要をおさ

えたうえで、改革の政策意図のレベルにおける「問題」化の内実を分析する。

第2に、政策の「問題」認識を支え、あるいはその背後にある諸々の教育研

究の成果を再構成することにより、研究レベノレで、の初等教育の「問題」の捉

え方を分析する。

1.初等教育の改革目標と「問題J認識一政策意図の分析ー

(1) ジョスパン改革のねらいと初等教育改革

①ジョスパン改革の「パカロレア 80%目標J

フランスでは、 1989年 7月 10日、新しい教育基本法(Loi d'orientation 

sur l'education )が成立し、現在、その下で大規模な教育改革が進行してい

る。当時の文部大臣の名を取ってジョスパン法と呼ばれるこの法律は、教育

制度の諸原理と教育.目的を規定し、幼児教育から生涯教育までを規律対象と

する総合的な法律であり、「教育を第 1の優先事項とする」と公言するミッテ

ラン政権の教育政策の集大成としての意味を持つ。

今次教育改革の焦点の1つは、いわゆる 「パカロレア 80%目標」の達成に

ある。それは、ジョスパン法の付帯報告書において、 「教育の各段階がその実

現に寄与すべきJ r到達目標」として、「すべての青年が公認された教育水準

または職業教育免状にまで到達する」と r5人の生徒のうち4人がパカロレ

ア水準に到達する」の2点が挙げられていることからも明らかである。先のミッ

テランの公言通 りに、「パカロレア 80%目標Jを「優先重要課題Jに掲げた第

10次国家計画 (1989-1992年)は、その理由として、 「フランス企業の競争力

とも不可分」の関係にある高いレベルの労働力の育成という経済的要請、一

定の社会的地位を得るための教育・資格水準のアップという社会的要請等を

あげ‘ている。
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「パカロレア 80%目標」への経済的・社会的要請の意味するところを、そ

のもとにある「問題J認識に焦点を当ててみておこう。というのも、こうし

た経済的・社会的「問題」が、初等教育段階での「問題」化の論理の一端を

構成するからである。

今日のフランスの抱える「最大の問題」といわれる経済は、国際競争力の

低下と失業という 2つの構造的脆弱性により、慢性的な停滞状況に置かれて

いる。まず、対外的には、フランスの貿易収支は近年亦字を続けており、特

に先進国やアジア NIESに対しては、ハイテク製品などの輸出競争力の低下

により恒常的な赤字の状態にある。ジョスパン法の成立した 1989年はなかで

も記録的な貿易不振に陥った年に当たる。一方、国内的には、ミ ッテラン政権

の 10年間で失業者は 100万人も増加し、ついに 1987年にはEC諸国の中で

失業率 (11%)がトップとなる。しかも、専門技術者需要の僧加とともに、

教育 ・職業資格水準の低い者ほど失業率が高くなり、かっ廃業転換が困難で、

あることから長期失業者が集中する。また、年齢別にみると若年労働者 (25

歳未満を指す)に失業が偏る傾向が顕著である。ところが、失業者の増大に

も拘わらず、同時に労働需要側の企業欠員率が上昇していることは、この失

業が、労働の需給のミスマッチという構造的要因から生み出されていること

を物語っている。こうした状況において、経済の不振という経済問題は失業を

介してフランス最大の社会問題に転化する。

資格社会フランスでは、日本と異なり、労働者募集の際に、応募者は募集

職種が必要とする技能 ・知識を証明する職業資格をすでに有することが要求

される。各職業資格は全国で通用する資格体系に位置づけられており、雇用の

|僚の職業上の地位や賃金水準を決定する重要な条件ともなる。そして、 学校

教育の水準はこの資格体系の水準に対応しており、職業技術教育の課程修了

で重視されるのは、公的な検定試験による資格の取得である。

こうした教育水準と職業資格水準が対応する制度では、学校教育は資格取

得に向けた準備教育ともなる。したがって、先の国家計画の経済的 ・社会的

要請が直接的に教育改革に反映されることになるのである。
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②学習期制の導入 初等教育改革の中心

一方、このジョスパン改革にあって 「主役」と目される初等教育改革の概

要をまとめておこう。改革の中心は学習期(cycle des apprentissages )の

導入にある。これにより、わが国の就学前教育機関に当たる母親学校と小学

校を合わせた初等教育の修学期間の計9年間は3年間ごとの3つの学習期に

再編成されることになった。 3つの学習期とは、①2歳から 5歳までの初期

学習期、②5歳から 8歳までの基礎学習期、③8歳から 11歳までの深化学習

期の3期である。初等教育.の安定を支える段階性の再区分に改革のねらいがあ

ることは注目に値しよう。

ジョスパン法は、学習期を次のように規定する。 「子どもの平等と学校での

成功を保障するために、教育は、各学習期内および修学期間全体を通じて、

教育的連続性により、子どもの多様性に適合するJ (第4条)。すなわち、教

育上の連続性を維持し、子どもの多様性に適合することによって、 「子どもの

平等と学校で・の成功」を保障することがその目標である。そして、学習期の

導入は、学習期間の単位を 1年から 3年に延長するといった1側面にとどま

るものではなく、小学校入学年齢の柔軟化、教授学習組織の弾力的編成、授

業時間編成の多様化、教員チームの編成など、多面的な制度改革を伴うもの

であった。

ところで、こうした初等教育.改革は、先に述べたジョスパン改革全体の「パ

カロレア 80%目標」を実現するための1つの方策である。ジョスパンは、そ

の演説「初等教育のための新政策」において、就職に必要な資格水準が大幅

に上昇している今日において、初等教育の「新しい教育目的」は、「すべての

子どもに中等教育への準備をさせることにある」と宣言している。また彼は、

初等学校教員向けの参考資料において、特にこの 15年間の教育や資格に対す

る社会的・経済的要求の高まりに応えるために、「学校は、修学期間の最初か

らその効果を増強しなければならない」として、初等教育改革の必要性を訴

えている。

しかし、「パカロレア 80%目標」という後期中等教育段階での目標達成のた
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めに、どうして初等教育までも改革の対象にしなければならないのか。

(2) r問題J の根本としての初等教育一改革の政策意図一

この間いへの答えを、新教育基本法の審議過程において改革の全体像を示

した下院文教委員会報告書に求めてみよう。同報告書は 「問題」の構図を次

のように描いている。まず、改革は、「改革を導く光」として「できる限り、

教育がすべての者に広がる」という「コンド‘/レセ的平等J を掲げる。そして

この 「光」 に照らし出される現実には2つ「問題」が浮かび上がる。第 1は、

「学校の全く相対的な民主的性格」である。例えば、小学校を標準年限で、卒

業する者の割合は、親がパカロレア取得の上級管理職の場合には9割を超え

るのに対し、親が初等教育卒で農業賃金労働者の場合には6答IJにとどまるな

ど、親の社会的 ・文化的水準に応じて異なる。しかも、小学校での再落第率

は、第 1学年での落第者とそれ以外の落第者では4割もの差が生じる。そし

て、落第者は最低資格にも到達できずに離学する割合が高いことから、「パカ

ロレア 80%目標」の大きな妨げとなってしまう。第2は、落第を繰り返し、

無資格のまま離学する者の失業率はパカロレア取得者の2・3倍に達する と

いう、教育水準の違いに基づく就職の機会の不平等である。

この2つの「問題」を総合するならば、間報告書が、小学校での落第が失

業にまで結びつく事態を 「問題」として捉えていることがわかる。経済的 ・

社会的要請に基づく r80%パカロレア目標」の対極に位置する無資格による

失業という「問題」は、初等教育での落第という「問題」にまでさかのぼる

という筋道である。したがって、間報告書の結論は、「問題の根本は初等学校

にある。学業失敗が作られるのは初等学校においてであり、コレージュはそ

の結果がはっきりと確認されるだけである」、ということになる。

そして、この「問題の根本は初等学校にある」との認識は、もちろん、文

教委員会報告書にとどまるものではない。先に引いた第 10次国家計画は、初

等教育段階での優先課題として、すべての子どもの基礎の習得(効果的な読

み方、 書き方、計算)の保障をあげているが、それは、 「早すぎる落第が、そ

の当事者のほとんどにとって、然資格のまま、未熟のままに附学することの
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前兆となるJとの「問題J認識に基づいている。国家計画の教育部会報告書の

表現にしたがうならば、すべての者に最低資格を、その80%にパカロレア水

準をという目標は、裏を返せば、 「早すぎる落第 =早すぎる排除Jを阻止

することに他ならないのである。

政府の諮問機関である経済社会評議会の報告書 (通称アンドリュ一報告)

は、現代のエレクト ロニクス ・コンピュータによる経済の刷新 ・改変への対

応を、フランスの政策課題として提言する半面で、大量の若年労働者失業の

一因として、初等教育での 「早すぎる落第」の「累積的逆効果J を指摘して

いる。さらに、学校での「子どもの成功」の保障方策を検討した審議会答申 『学

校での成功Jも同様に「子どもの成功」の最大の阻害要因を小学校の、しか

も第 1学年での落第に求めている。小学校第 1学年での進級/繕第は「成功

か、さもなくば排除」を意味するものであり、「第 1学年での落第は真の有罪

判決に値する」と告発する。特に 「読むことは理解することJ (小学校学習指

導要領)であり、しかも「読み方を学ぶのは小学校第 1学年で、ある」との一

般的了解のなかで、読み方の失敗が落第となることを 「問題」としている。

以上のように諸々の政策文書で指摘される初等教育の 「問題J は、小学校

第1学年での落第から無資格による離学を経て失業にまで至る、いわゆる「学

業失敗J (echec scolaire )の連鎖という「問題」に統合される。そして、こ

うした初等及び中等教育段階での 「問題」の連続性の認識から、改革におい

ても、中等段階での目標実現に向けて、その根幹をなす初等教育段階での問

題解決がめざされるのである。

2.学業失敗の連鎖と初等教育の 「問題」構造一先行研究の分析-

政策レベルでのこうした 「問題」構図の認識は、例えば、文教委員会報告

書でのブ、ルテ、ューの引用など、学業失敗に関する研究の蓄積に基づいている。

そこで、次に、研究レベルでの初等教育:の 「問題」認識を取り出してみよう。

(1)学業失敗の連鎖一小学校第1学年での落第から失業まで一

まず、先行研究を総合すると、学業失敗という「問題」は、以下の各要素
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から構成される。

①落第

学業失敗は、最初に、 小学校での落第というかたちで現れる。落第の判断

は、教員が、 1年間を過した子どもの観察に基づき行う。その判断の基準は、

小学校第 1学年ではと りわけ、 言葉の学習(特に読み方)での子どもの成績
(20) 

である。 1987-88年度の統計では、小学校第 1学年から早くも 12%の子ども

が落第し、小学校5年間で 31%、コレージコ 4年閉までで 54%は泌第を経験

している。すべての者が共通の教育を受ける小学校で、は、各学年での年齢、む

しろ椋準年限からの聞きが子どもの分化のII(t-の客観的指標となる。社会階

層との関連を見れば、小学校第 1学年からすでに、上級管理職の子どもの落

第率 2.4%に対し、農業労働者の子どものそれは 29.9%にも上るなど、大き

な格差が生じている。さらに、標準年限で小学校を修了する割合は、上級管

理職の子どもの9割に対し、農業労働者のそれは5割にまで減少する。わが国

でもすでに広く知られるブ、/レデ、ューらの文化的再生産論の説明にしたが うな

らば、こうした学校での適応/不適応を規定するのは、各階級 ・集団に属す

る子どもの身体に家庭f

ける文化伝達の形態との親和度である。また、制度論的アプローチによると、

他のヨーロッパ諸国に比べて著しいフランス教育制度の規格性 ・硬直性が落

第を生み出す条件となる。先の答申『学校での成功』が指摘するごと く、 小学

校第 1学年で読み方を習得できない者は即刻港第とされるなどがその例であ

る。

そして、落第した者は落第を繰り返すこと、その時期が早いほど危険が高

まることが2つの「法貝iJJとして広く認められている。小学校第 1学年修了時

のテストで同程度の成績であった者の追跡淵査によると、第2学年に進級し

た者の得点は半年後の同じテストで 36点から 54点に伸びているのに対し、

落第者のそれは33点から 38点とほとんど変化していない。これは、法.第者と

いうマージナルな位置づ、けが、教室での受け身や無関心といった態度を誘発

し、知的開花に対する拘束として作用するからである。アンドリュ一報告のい
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う「累積的逆効果J とはこのことを指す。一方、 1982年の調査によれば、職

業前教育学級 (CPPN、後述)に進まざるを得ない子どもの実に75%は小

学校1学年で落第している。また、同一年齢層の46%がリセに進学するなか
(28) 

で、第1学年落第者のそれは 7%にすぎない。先の国家計画教育部会報告書に

いう「早すぎる排除」の通り、生徒の主体的な進路選択の段階が中等教育段

階であるならば、落第者はそこに至る前に、すで、にノj、学校で、選別されてしまっ

ている。「小学校は、つまり統一学校でありすべての者の学校は、きわめて早
{拍}

い時期に、しばしば、決定的なランク付けの機能を果たしている」と指摘され

る所以である。

②「進路指導」

落第は、コレージュでは 「格下げされたコース」への進学につながる。ア

ピ改革(1975年)により、統一コレージュが実現したにも拘わらず、現実に

はコレージュ第2学年修了後、学業不振の深刻な生徒を対象に、コレージュ

とは別系統のいわゆる「格下げされたコース」が残された。先に挙げた職業

前教育学級や職業見習準備学級 (CP A)、職業教育証書 (CE P)、職業適

格証 (CAP)の準備コース等がそれに当たる。その設置の理念は、義務教

育を終えて実社会にでる子どもに職業準備の十全を期すことにある。しかし、

現実には、「ごみ箱」あるいは「ゲットー」との賎称を受ける状況にある。

したがって、コレージュ第2学年から道は3つに分かれる。望むクラスへ

の進学か、落第か、それとも「進路指導」による「こvみ箱」への進学である。

フランスでは、「進路指導」とは望まないコースへの進学を余儀なくされるこ

とをいう。そして、このコースへの進路指導において最も重要な基準は、子

どもの年齢なのである。例えば、小学校第1学年で3年かかり、第5学年で

13歳に達したものは、その能力が基準に達していなくとも「年齢により」コ

レージュに進学し、第2学年ののち、「進路指導される」。このため、成績の

悪い生徒は、できる限り落第を避けなければならないが、同時に最悪のコー

スへの「進路指導」を避けるため、できる限り落第を選択するという逆説的
(33) 

状況に追い込まれる。
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③無資格での向性学から失業へ

落第、 「進路指導」を通過した者は、無資格のまま社会に送り出される場合

が多い。職業資格体系は上下にみると、 IからVIまでの水準に分かれ、最低

職業資格であるCAPはV水準にあり、準V (CEP) と VI水準は1!\~資格と

なる。 1985年の時点では、 CPPN、CPAやCEPからCAP取得準備の

ために職業教育 リセに進んだ者は、それぞれ30%、 5%、13%に過ぎず、反

対に無資格のまま離学した者は、それぞれ32%、85%、75%にものぼる。 ま

た、CAPの取得試験に2度続けて失敗した者も、 学校に戻る道が閉ざされ

ており、教育の過程から完全に排除されることになる。然資格での向性学者の実

数は 1988年で合計30万人にも上っている。フランスは学校体系内に職業教育

を発展させた数少ない国の 1つであるにも拘わらず、このコースに進む者は

失業の危険にさ らされ、職業参入の困難さを思い知らされるという矛盾は、

職業教育での学習よりも、 普通教育コースから外れて職業コースに「進路指

導されたJ こと(=r失敗J) の方が大きな意味を持つことを表している。

そして、落第、「進路指i尊」、無資格というルートの終着点が失業である。

1989年では、パカロレア水準 (N水準)の男性の失業率が 10.1%であるのに

対し、無資格者のそれは 24.8%、女性では、 16.9%に対し 35.2%にまで達す

る。

以上の諸研究により、自に見えない選別のプロセスは、学業失敗というフィ

ルターを通して統計的データをもって顕在化され、学業失敗の最初の段階と

いう初等教育の「問題」性が浮き彫りにされたのである。

(2) 初等教育の「問題」産出構造

さらに、学業失敗に関する研究は、そのプロセスのみならず、学業失敗が

学校制度によって内在的に生み出されざるを得ないことをも指摘する。

学業失敗は「学業成功J (reussite scolaire )と対をなす。学業成功とは、

標準年限以内で各学校を卒業し、高い水準の資機を得ることを指す。との学

業失敗と成功を分けるのは、学校が設定した一定の水準に子どもが到達した

か否かにある。実質的に自動進級制になっている日本とは対照的に、フラン
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スの義務教育は、一定の課程を修了しない限り進級できない、いわゆる課程

主義の原則を採っている。したがって、すべての者を課程修了にまで導くと

いう理想と、すべての者の課程修了を可能にするほど要求水準を下げるわけ

にはいかないという現実との緊張関係が絶えず存在する。そして、学業失敗
(38) 

とはこの「期待される成果と獲得された成果との隔たり Jに他ならない。「失

敗」の熔印を押された子どもとは、「制度が、教育課程に基づいて、獲得する

と想定した新しい知識・技術を、予定された期限内に獲得しなかった者」で

ある。

つまり、学業成功/失敗は、子どもの心理学的特徴ではなく、子どもの実

際の能力とも観察可能な成績や行動とも異なる。また、子ども聞の様々な相

違だけでは説明できない。学業成功/失敗は、学校制度により、それ阻有の

評価基準と手続きに従ってつくられる表象である。したがって、 「学業失敗が

存在するためには、制度が成功あるいは失敗を宣言しなければならず、また、

それで十分である」と断言するものもいる。さらに、学業失敗は学校制度が生

み出すという認識は、学業失敗は「学校の失敗J (echec de 1百cole)である

として、学校の責任を厳しく追及する根拠ともなる。

このように初等教育のみならず、課程主義を採る学校制度は学業失敗とい

う「問題J を生み出す構造を苧んでいるのである。

(3) 教育の民主化の理念と再生産の現実

さらに、フランスにおける初等教育の「問題」化を理解しようとする場合、

その社会的文脈を踏まえる必要がある。それは、教育の民主化の理念と社会

構造の再生産の現実との著しい草離という社会的関係である。

そもそも 1960年代に至るまで、落第は「問題」で、はなかった。できない子

どもができるようになるために落第することはまったく適切であると考えら

れていたからである。また他方、それまでは、中等教育段階では「失敗」した

子どもへの手だ、てを講じる必要はなかった。勉強のできない子どもは8年制

で、ある小学校で‘義務教育の8年間を過ごし、その後離学していったからであ

る。
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これに対し、ランジュヴァン・ワロン改革案に倣ったベルトワン (1959年)

からフーシェ(1963年)に続く一連の改革は、義務教育年限を 2年延長して

10年とし、すべての者に同ーの中等教育を受けさせるべく、総合制の 「中等

教育コレージユ」を創設する。こうした中等教育改革に始まる 1960年代はい

わゆる「学校爆発」の時代に当たり 、義務教育であった小学校は別として、

コレージュ及びリセの進学率は 60年代の聞に倍増する。そして、まさにこの

「学校爆発Jの時期に、学業失敗に関する研究が大量に現れ、学業失敗は「社

会問題」として「爆発」するのである。

ランジュヴァン ・ワロン改革案の「正義の原貝IJJは、わが国の教育基本法と

同級、教育を受ける機会の基準となる能力・適性と他の要紫(人種や社会階

層等)を排反的にと らえる観点に立つものである。しかし、教育の機会均等

が実現されつつあるように見えた 60年代以降の社会学が繰り返し論証したこ

とは、まさにこの能力・適性と子どもの社会階層が強い相関関係にあるとい

う再生産の連関であった。

70年代においても、「学校の前での、学校を通しての、実生活の前でのすべ

てのものの機会均等Jを改革理念の 1っとして、コレージュ内のコース分化を

廃止したアビ改革(1975年)の時に、同様の問題が発生する。統一コレージュ

の実施は、コレージュの子どもの学習水準が社会階層に応じてきわめて多様

であり、しかも社会化(学校の文化規範への適応等)ややる気(長い修学へ

の意欲の有無等)のレベルでも不均質であることを顕在化させる結果となっ

た。

フランスは、フランス革命以来の「平等主義と愛国主義が固く結びついた

ジャコパン主義J をその国民の政治気質とし、 rr民主化jや『平等』を合い
{国}

言葉とする社会の風土」を有すると言われる。義務教育年限の延長や中等教育

の単線化はまさにその表れに他ならない。ところが、制度的統合という形式

的平等の実現が、逆に、子どもの不均質性に基づく学業失敗という実質的不

平等を顕在化させてしまう。こうした教育の民主化 ・平等の理念と社会階層

の再生産の現実の著しい布陣が、社会と学校の最初の出会いである初等教育
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をして、問題解決の前面に登場させたのである。学習期制の導入のねらいが、

「子どもの多様性に適合する」ことにあるのは、まさにこうした状況による。

おわりに - わが国の初等教育研究への問いかけ-

本稿では、現代フランスにおける初等教育改革は、 rSO%パカロレア目標」

という政策目標のもとで、その対栂に位置する学業失敗の根本が初等教育に

あるという 「問題」認識に基づくものであること、学業失敗に関する諸研究

を総合すると、①小学校第 1学年での港第から中等教育での「進路指導J、無

資格での離学を経て失業に至る学業失敗の連鎖は統計的データをもって顕在

化され、②との学業失敗は課程主義を採る学校制度から構造的に産出されざ

るを得ず、③民主化の理念と再生産の現実との君臨という社会的文脈のなか

で、社会と学校が最初に出会う初等教育での「問題Jが一層厳しく問われる

こと、を明らかにした。

以上のフランスでの成果を踏まえて、翻ってわが国の初等教育を見るとき、

その制度はそれほど安定しているとみなすことができるだろうか。もちろん、

日仏を単純に同一視することはできない。例えば、フランスの課程主義義務

教育や階級社会の根深さは、わが国のそれとは異なるものであり、本稿で学

業失敗とそれらの関連を取り上げたのは、日仏の違いを理解するためでもあ

る。しかし、そうした違いを超えて、中等教育さらには社会における 「問題」

との関係において初等教育の「問題」を捉えるという視角は共有できるので

はないか。例えば、近年大きく取り上げられている高校中退という 「問題」

がある。その規定要因として高校での成績不良や不本意入学など主として高

校に直接関わる要因が挙げられ、一方、初等教育は進路選択において 「主体的

な選択段階への過渡期」と考えられているが、この両者をつなぐ視角を持つ研

究領域は未開拓のまま残されている。そして、中等教育や社会との関連を射

程に入れた初等教育 「問題」研究は、裏を返せば、その広い視野から、初等

教育の重要性と課題を再検討することに他ならない。
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Logic of “Problematique"of Primary Education 

in Contemporary France 

Hodaka Fujii 

( Joetsu University of Education ) 

The aim of this paper is c¥arify logic of “problematique" of primarγ 

education under the contemporary educational reform in France. At 

present，France makes a radical reform，which focused on the primary 

education. Why must primary education be reformed? 

(1) Educational policy that proceeds to the reform aims attainment of 

“80% baccalaur白tobjective'¥From this point of view，primary 

education is recognized as first stage to produce“school failures". 

(2) Many researches in France c¥arify on the evidence of statistical data 

that there is the chain of school fail ures which starts as repeaters from 

the first grade of primary school，passes through “orientation" of 

secondary school and leaving school without qualifications and 

reaches at last unemployments. So repeaters are exc¥uded from 

pnmaη'school， therefore french schoo¥ fullfils his function as selective 

machine. And also school has structure to produce schoo¥ fai¥ures in 

it. On the other hand，rigorous socia¥ stratum， one of characteristics 

offr百 lchsociety， is one of factors to reveal prob¥ems invo¥ved in schoo¥ 

which aims at democratization. 
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